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（１）新車に関する調（１）新車に関する調（１）新車に関する調（１）新車に関する調 （単位:台,千円）

（注）

1 　この調は，当年度において課税したものについて作成した。

2 　「新規登録・新規検査又は届出台数①」は，道路運送車両法第7条，第59条及び第97条の3の規定により，運輸支

局に新規登録・新規検査又は届出があった台数を記載した。

3 　「非課税・課税免除及び免税点以下台数②」は，「新規登録・新規検査又は届出台数①」のうち，法第699条の4

及び法附則第32条第1項並びに第6項の規定の適用を受けた自動車，条例で課税免除又は減免をした自動車の台数を

記載した。

4 　「課税台数③」は，「新規登録・新規検査又は届出台数①」のうち自動車取得税を課税された台数を記載した。

5 　普通車及び小型車の区分は，道路運送車両法施行規則別表第１に指定する区分によった。（(2)，(3)及び(4)表に

おいて同じ。）

6 　「特種用途車」とは，緊急自動車，道路維持作業用自動車(ダンプ型，普通荷台型を除く。)，放送宣伝用自動車，

霊きゅう車,タンク自動車,ふん尿自動車等いわゆる８ナンバーの自動車をいう。((2),(3)及び(4)表において同じ。)
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